
事業主の皆様ヘ ()厚生労lEl省 :i奮3,憮蹴,¨……

02023年 10月 からキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コースJが始まりました。
○労働者の収入を増加させる取組を行つた事業主に、労働者 1人につき最大50万円を助成します。
○支給申請の事務手続きも簡単になりました。

労働者にとって、
「年収の壁」を意識せず働くことができる.

。社会保険に力日入することで処遇改善につながる。

事業主の皆様の

人手不足の解消へ !

「社会保険適用時 を新設しました

(1)手当等支給メニュー

要件

C賃金■ 9め吐を出口,給
(社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 )

②賃金の159似出a勤口支給
(社 会 県 険 適 用 促 進 手 当 )

3年 目以降、Oの取組

O賃金の18%以上を増額

0社会保険適用促進手当

(2)労 働時間延長メニュー

週 所 定 労働   賃 金 の  11人 当 た り
時 間 の 延 長   増 額    助 成 額

4時 間以上    ―

'露

冒禁轟  5%以上

:営 冒巣驚  10%機 上  30万
円

:ど写緊諸 115%以上

× 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額.

※ 1年目に (1)のユ組による助成 (20万円)を受けた後
2年目に (2)のユ組による助成 (30万円)を受け _‐ ことが可能.

1人 当 た り

助 成 額

1年 目

20万 円

2年 目

20万 円

3年 目

10万 円

事業主が社会保険適用に伴い手取 り収入を減らさないよう
手当を支給した場合は 本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません.

キャリアアップ計 に提出しましよう :

2024(令和6)年二月31日 までに取組を開始する場合

キ ャ リ ア ア ッ プ 計 画 書 は 2024年 1月 ま で に 管 轄 労 働 局 に 提 出 し て く だ さ い

く申 請ス ケ ジ ュ ール の 例 >x給 与を月末締め 翌月15日払いで支払しヽ 手当等支給メニューを選択した場合

第 1期支給対象期

第 2期支結対象期

★   給与 手当の支綸

(× ) 本助成金の支給を受けるためには 手当の支給等の取組を6か月行うことに 2か月以内に中請することが必要です.

(× ) 2024(令和 6)年 2月 1日以降に手当の支給等の取lEをl.める場合は 取組を開始する前日までに キャリアアップ計画を提出してください
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対象となる労働者をチェックしましょう :

雇用している短時間労働者の中に、2023(令和5)年 10月以降、
新たに社会保険の被保険者の要件※1を満たす方はいますか。

は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている
社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入し

なヽかった。

その労働者は、社会保険の被保険者となつてから2カ月
以内に、週所定労働時間を一定時間延長すること×2がで
きますか。

その州動者が社自園興勘り、してから撻護a2⑬
手当※3等の支給後の取田レヽこついて、労使で話し
合いな子う予定で動 ヽ

その労働者は、社会保険の被保険者と
なつた日から 1年が経過した時点で、
労働時間の延長ができる見込みですか。
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※1 厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間

以上かつ所定内賃金が月額88万円以上で学生ではないこと。loo人以下の事業所の場合は、週の所
定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。

×2 週所定労lal時 間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5%増額改定する
等の措置。詳しくは、表面の「 (2)労働時間延長メニューJをご覧ください。

×3 社会保険適用促進手当 (標準報酬月額が10.4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長
2年間、社会保険の標準報酬月額 標準賞与額の算定対象に含めない取りlPxい とする手当)


